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事
項
へ
の
考
え
方
に
触
れ
て
み
よ
う
。

の
有
り
方
を
検
討
し
て
批
判
と
な
し
、
併
せ
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

昭
和
四
十
一
年
四
月
二
十
六
日
に
、
企
業
会
計
審
議
会
は
、
「
監
査
基
準
及
び
監
査
報
告
準
則
の
改
訂
に
つ
い
て
」
の
発
表
を
行
っ
た

が
、
そ
の
規
制
内
容
や
体
系
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
多
く
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
監
査
人
の
責
任
と
の
関
係
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
と
こ
ろ
の
、
補
足
的
説
明
事
項
に
つ
き
、
企
業
会
計
審
識
会
の
思
考

補
足
的
説
明
事
項
の
必
要
性

補
足
的
説
明
事
項
に
関
す
る
審
議
会
の
考
え
方
に
触
れ
る
前
に
、
そ
の
採
用
に
当
っ
て
土
台
と
な
っ
た

A
I
C
P
A
の
補
足
的
説
明

一
九
五
四
年
に
、

(

1

)

 

A
I
C
P
A
は
、
永
年
に
亙
る
後
発
事
項

(
S
u
b
s
e
q
u
e
n
t
events)

に
つ
い
て
の
論
争
に
―
つ
の
決
着
を
つ
け
る

補
足
的
説
明
事
項
と
監
査
人
の
責
任
（
高
柳
）

問

題

の

所

在

補
足
的
説
明
事
項
と
監
査
人
の
責
任

ー
監
査
基
準
の
改
正
に
寄
せ
て
ー
—
ー

高

柳

龍
＿七

芳
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な
っ
た
。

後
発
事
項
へ
の
関
心
が
最
近
一
般
に
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
」
と
。

補
足
的
説
明
事
項
と
監
査
人
の
責
任
（
高
柳
）

こ
の
よ
う
に
財
務
諸
表
の
作

(

2

)

 

足
掛
り
と
し
て
、
そ
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
第
二
五
号
に
、
「
後
発
事
項
」
を
発
表
し
た
。
監
査
に
お
い
て
、
後
発
事
項
が
必
要
と
な
っ
た

理
由
を
、

ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
第
二
五
号
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
後
発
事
項
が
、
財
務
諸
表
に
重
要
な
影
響
を
及

ぽ
す
場
合
が
あ
り
か
つ
、
財
務
諸
表
に
誤
解
を
与
え
な
い
た
め
に
、
明
瞭
表
示
、
も
し
く
は
修
正
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
点
か
ら
、

こ
の

A
I
C
P
A
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
が
影
響
を
与
え
て
、
我
が
国
の
監
査
報
告
基
準
に
と
り
入
れ
ら
れ
、
「
補
足
的
説
明
事
項
」
と

黒
沢
教
授
は
、
前
監
査
報
告
基
準
の
補
足
的
説
明
事
項
に
触
れ
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
決
算
日
後
、
監
査
終
了

日
ま
で
の
間
に
、
企
業
の
財
政
状
態
ま
た
は
経
営
成
績
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
事
項
が
発
生
す
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

た
と
え
ば
会
社
の
合
併
と
か
、
営
業
譲
渡
ま
た
は
買
収
、
増
資
、
減
資
、
風
水
害
そ
の
他
の
事
故
に
よ
る
財
産
損
失
等
が
こ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
重
要
な
事
項
は
、
決
算
日
付
の
財
務
諸
表
に
は
何
ら
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
監
査
済
の
財
務
諸
表
が
公
表
さ
れ
た

と
き
に
は
、
す
で
に
重
大
な
変
化
が
そ
の
財
務
諸
表
の
背
後
に
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
財
務
諸
表
に
記
載
す
る
必
要
は
な
い
に

し
て
も
利
害
関
係
人
の
判
断
を
誤
導
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
監
査
報
告
書
に
報
告
さ
れ
る
こ
と
が
き
わ
め
て
望
ま
し
い
の
で

(

3

)

 

あ
る
」
と
。

久
保
田
音
二
郎
教
授
も
、
補
足
的
説
明
事
項
を
監
査
報
告
書
に
記
載
す
る
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
外
部

の
利
害
関
係
者
が
企
業
に
つ
い
て
投
資
す
べ
き
か
ど
う
か
、
時
に
は
そ
の
企
業
と
取
引
交
渉
を
し
て
も
よ
い
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
い

る
と
こ
ろ
の
時
点
は
、
財
務
諸
表
の
作
成
日
た
る
決
算
日
と
同
一
の
時
点
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
」

成
日
と
そ
の
利
用
日
に
は
、
か
な
り
時
間
的
ズ
レ
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
「
決
算
日
の
財
務
諸
表
は
決
算
日
以
外
の
時
点
で
利
用
す
る
外

部
の
利
害
関
係
者
に
と
っ
て
は
代
用
的
な
判
断
資
料
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
代
用
価
値
を
強
化
す
る
工
夫
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
」
と
し

一八
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注
山
「
後
発
事
項
」
と
い
う
訳
は
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の

S
u
b
s
e
q
u
g
t
events

で
あ
り
、
「
公
認
会
計
士
」
第
七
0
号
、
監
査
基
準
と
監
査
手
続
、

に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
訳
語
で
あ
る
。

”i 
A
I
C
P
A
,
 S
t
a
t
e
m
g口
o
n
Auditing Procedure No. 2
5
,
 
"
E
v
g口

Subsequent
to 
the 
Date 
of Financial 
Statemgis" 
O
c
,
 

tober 1
9
5
4
.
,
 
p. 
1. 

⑱
黒
沢
清
「
監
査
基
準
解
説
」
五
四
頁
。

補
足
的
説
明
事
項
と
監
査
人
の
責
任
（
高
柳
）

よ
う
。

一九

て
、
近
代
的
財
務
諸
表
監
査
に
は
、
代
用
価
値
強
化
の
―
つ
の
要
素
と
し
て
「
決
算
日
の
財
務
諸
表
に
よ
る
判
断
資
料
に
対
し
て
、

層
に
ホ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
ス
を
与
え
る
こ
と
。
つ
ま
り
決
算
日
以
後
の
事
情
変
化
」
を
補
足
的
説
明
事
項
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
を
提

(

4

)

 

唱
さ
れ
る
。

そ
の
他
に
、
詳
細
さ
の
面
、
理
解
の
角
度
或
い
は
必
要
性
の
度
合
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
小
異
は
あ
る
が
、
殆
ん
ど
の
論
者
が
補
足
的
説

(

6

)

 

明
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
の
必
要
性
を
認
め
て
い
る
。

以
上
を
、
森
助
教
授
の
言
を
お
借
り
し
て
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
「
監
査
人
が
財
務
諸
表
に
お
い
て

決
算
日
後
の
事
項
に
関
心
を
も
つ
こ
と
を
社
会
が
必
要
と
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
第
二
に
「
財
務
諸
表
は
、
通
常
の
場
合
、
そ
の
よ
う

な
社
会
の
要
請
に
応
ず
る
能
力
を
も
つ
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
の
二
点
を
基
本
的
な
思
考
と
し
て
、
「
監
査
人
は
、
財

(

6

)

 

務
諸
表
監
査
に
お
い
て
は
決
算
日
後
の
事
項
に
つ
い
て
関
心
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
命
題
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
論
に
現
わ
れ
る
補
足
的
説
明
事
項
記
載
の
要
請
は
、
財
務
諸
表
監
査
の
近
代
的
意
義
か
ら
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
近
代
的
な
財
務
諸
表
監
査
は
、
企
業
の
直
接
の
外
部
的
利
害
関
係
者
で
あ
る
株
主
、
社
債
権
者
、
債
権
者
及
び
、
間
接
の
外
部
的

利
害
関
係
者
で
あ
る
国
家
、
取
引
先
、
従
業
員
な
ど
の
利
益
を
保
護
す
べ
き
社
会
的
制
度
で
あ
る
が
故
に
、
補
足
的
説
明
事
項
も
、
財

務
諸
表
を
利
害
関
係
者
に
誤
解
な
く
判
断
さ
せ
る
た
め
の
、
重
要
な
要
素
の
一
っ
と
し
て
の
地
位
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
云
え
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④
久
保
田
音
二
郎
「
財
務
諸
表
監
査
」
一
1-0
二
i
-
―1
0三
頁
。

伺
高
田
駒
次
郎
「
監
査
報
告
書
に
お
け
る
補
足
的
説
明
事
項
に
つ
い
て
」
（
鹿
児
島
短
大
、
商
経
論
叢
）
第
十
三
号
に
お
い
て
、
補
足
的
説
明
事
項

に
対
す
る
諸
論
者
の
態
度
を
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
お
り
、
否
定
的
立
場
に
木
村
重
義
教
授
、
消
極
的
賛
成
の
立
場
に
近
沢
弘
治
、
黒
沢
清
、
日
下

部
教
授
積
極
的
賛
成
の
立
場
に
欽
野
利
夫
、
中
西
旭
教
授
を
配
し
て
、
論
議
を
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

矧
森
実
「
監
査
報
告
書
に
お
け
る
決
算
日
後
の
事
項
の
意
義
」
（
香
川
大
学
、
研
究
年
報
3
)
九
二
頁
。
な
お
、
参
考
の
た
め
に
述
べ
れ
ば
当
該
論

文
は
A
I
C
P
A
の
後
発
事
項
に
つ
い
て
の
、
綿
密
な
研
究
で
あ
る
と
共
に
、
後
発
事
項
の
現
代
的
意
義
を
解
い
て
余
す
所
が
な
い
、
拙
文
の
理

解
の
た
め
に
も
参
照
と
さ
れ
た
い
。

意
見
報
告
と
情
報
報
告

つ
ぎ
に
補
足
的
説
明
事
項
が
、
意
見
報
告
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
情
報
報
告
に
属
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
か
、
を

明
確
に
し
て
お
か
な
い
と
、
監
査
人
の
責
任
と
の
関
連
に
お
い
て
混
乱
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
補
足
的
説
明
事
項
が
情
報
報
告
に
属
す
る
と
考
え
た
場
合
に
は
、
補
足
的
説
明
事
項
は
、
監
査
の
対
象
と
な
っ
た
財
務
諸

表
に
対
す
る
意
見
の
表
明
と
直
接
関
係
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
補
足
的
説
明
事
項
の
記
載
は
、
近
代
的
監
査
の
意

義
か
ら
生
ず
る
処
の
、
企
業
の
利
害
関
係
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
で
あ
り
、
意
見
と
は
関
係
を
も
た
な
い
副
次
的
な
監
査
人
の
職
務

と
な
り
、
責
任
関
係
は
、
自
己
の
意
見
に
対
し
て
有
す
る
責
任
と
は
別
個
の
、
他
者
へ
の
情
報
欠
如
に
基
く
職
務
怠
慢
か
ら
生
ず
る
こ

他
方
、
補
足
的
説
明
事
項
が
意
見
報
告
に
属
す
る
と
考
え
た
場
合
に
は
、
補
足
的
説
明
事
項
は
、
監
査
の
対
象
と
な
っ
た
財
務
諸
表

に
対
す
る
意
見
の
表
明
と
直
接
関
係
を
持
つ
こ
と
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
補
足
的
説
明
事
項
の
記
載
は
、
近
代
的
監
査
の
意
義
か
ら

生
ず
る
処
の
、
企
業
の
利
害
関
係
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
し
て
の
、
監
査
人
の
副
次
的
な
職
務
と
な
る
結
果
、
意
見
と
関
係
を
も

と
に
な
る
。

補
足
的
説
明
事
項
と
監
査
人
の
責
任
（
高
柳
）

四
〇
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係
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

四

つ
こ
と
に
な
り
、
責
任
関
係
は
、
他
者
へ
の
情
報
欠
如
に
基
く
職
務
怠
慢
に
よ
る
責
任
で
は
な
く
、
自
己
の
意
見
に
対
し
て
有
す
る
監

査
人
本
来
の
責
任
と
な
っ
て
く
る
。

こ
の
二
つ
の
考
え
方
の
い
ず
れ
を
撰
ぶ
か
に
よ
っ
て
、
補
足
的
説
明
事
項
の
、
監
査
上
の
性
格
が
規
定
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
補
足
的
説
明
事
項
が
情
報
報
告
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
れ
ば
、
監
査
報
告
書
に
意
見
を
表
明
す
る
に
当
っ
て
、
そ
こ

に
は
何
ら
、
適
正
意
見
、
限
定
意
見
、
不
適
正
意
見
ま
た
は
意
見
差
控
な
ど
の
よ
う
な
、
綜
合
意
見
に
関
連
す
る
も
の
は
、
補
足
的
説

明
事
項
に
関
す
る
限
り
発
生
し
て
こ
な
い
。
補
足
的
説
明
事
項
は
、

こ
の
よ
う
な
綜
合
意
見
と
は
別
個
に
、
特
定
の
説
明
事
項
と
し
て

(

1

)

 

補
足
的
に
監
査
報
告
書
に
記
載
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
発
想
が
こ
こ
に
出
て
く
る
。

つ
ぎ
に
、
補
足
的
説
明
事
項
が
意
見
報
告
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
れ
ば
、
監
査
報
告
書
に
意
見
を
表
明
す
る
に
当
っ
て
、

そ
こ
に

は
直
ち
に
、
適
正
意
見
、
限
定
意
見
、
不
適
正
意
見
ま
た
は
、
意
見
差
控
な
ど
の
よ
う
な
、
綜
合
意
見
に
影
響
を
及
ぽ
す
事
態
が
生
じ

て
く
る
の
で
あ
る
。
補
足
的
説
明
事
項
は
、
単
な
る
説
明
事
項
と
し
て
補
足
的
に
監
査
報
告
書
に
記
載
す
る
も
の
で
は
な
く
、
限
定
も

し
く
は
差
控
に
対
す
る
特
別
の
説
明
事
項
と
し
て
補
足
さ
れ
、
綜
合
意
見
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
に
至
る
。

補
足
的
説
明
事
項
が
、
監
査
の
対
象
で
あ
り
、
監
査
意
見
の
表
明
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
、
と
の
見
解
は
、
我
が
国
に
お
い
て
は

い
ま
だ
少
数
意
見
で
は
あ
る
が
、

A
I
C
P
A
の
見
解
は
明
ら
か
に
、
補
足
的
説
明
事
項
が
、
財
務
諸
表
に
対
す
る
意
見
の
表
明
に
関

注
山
黒
沢
教
授
は
前
掲
書
五

0
頁
に
お
い
て
「
短
文
式
の
監
査
報
告
書
は
、
意
見
報
告
書
で
あ
っ
て
、
情
報
的
報
告
書
で
は
な
い
…
…
が
、
こ
の
場

合
で
も
全
然
情
報
の
記
載
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
財
務
諸
表
に
対
す
る
意
見
の
表
明
と
と
も
に
、
最
少
限
度
の
特
定
の
情
報
を
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
範
囲
区
分
の
記
載
お
よ
び
補
足
的
説
明
事
項
の
記
載
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
五
四
頁
に
お
い
て
、
「
し
か
し

こ
れ
ら
の
補
足
的
説
明
事
項
は
、
範
囲
区
分
に
も
、
意
見
区
分
に
も
記
載
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
決
算
日
現
在
の
財
務
諸
表
に
対
す
る
意

見
の
表
明
に
は
、
何
ら
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
あ
る
。
こ
れ
を
特
に
補
足
的
説
明
事
項
と
し
て
区
別
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
」
と
さ
れ

補
足
的
説
明
事
項
と
監
査
人
の
責
任
（
高
柳
）
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補
足
的
説
明
事
項
と
監
査
人
の
責
任
（
高
柳
）

て
い
る
の
を
始
め
と
し
て
、
多
く
の
論
者
は
、
補
足
的
説
明
事
項
を
、
意
見
の
表
明
に
係
わ
ら
し
め
な
い
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
も
、
高
田
駒
次
郎
助
教
授
前
掲
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
こ
で
、

(

1

)

 

A
I
C
P
A
の
後
発
事
項
へ
の
考
察
を
行
っ
て
み
る
。
A
I
C
P
A
は
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
第
三
三
号
の
第
十
一
章
「
後
発

事
項
に
関
す
る
報
告
」
の
中
で
、
後
発
事
項
を
三
つ
の
型
態
に
類
別
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
最
後
の
第
三
類
型
は
、
我
が
国
の
監
査

報
告
基
準
の
中
の
補
足
的
説
明
事
項
に
関
係
あ
る
か
ど
う
か
は
多
く
の
疑
点
の
存
す
る
処
な
の
で
、
省
略
す
る
。
そ
こ
で
、

第
一
類
型
の
「
後
発
事
項
は
、
財
務
諸
表
に
直
接
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
財
務
諸
表
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
貸
借
対
照
表
日
現
在
に
お
い
て
利
用
可
能
で
あ
っ
た
な
ら
ば
使
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
情
報
が
後
日
得
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当

該
財
務
諸
表
に
お
い
て
適
当
な
修
正
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
例
と
し
て
は
以
前
予
想
し
て
い
た
も
の
と
は
著
し
く
異
な
っ

た
基
準
に
よ
る
受
取
勘
定
の
回
収
、
負
債
の
決
済
又
は
確
定
が
あ
る
」
場
合
で
あ
り
、

多
額
の
社
債
発
行
、
企
業
の
買
収
、
火
災
、
洪
水
、

第
二
類
型
の
「
後
発
事
項
は
、
前
期
の
財
務
諸
表
に
は
直
接
影
響
を
与
え
な
い
が
、
そ
の
影
響
は
公
開
が
望
ま
し
い
よ
う
な
も
の
で

あ
る
、
こ
れ
等
の
事
項
は
調
整
を
必
要
と
し
な
い
。
こ
の
種
の
取
引
又
は
事
項
の
例
と
し
て
は
資
本
株
式
の
売
出
、
制
限
条
項
の
あ
る

(

2

)

 

そ
の
他
災
難
に
よ
る
重
大
な
損
害
で
あ
る
」
場
合
で
あ
る
。

我
が
国
の
補
足
説
明
事
項
と
の
比
較
の
場
合
、
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、

異
は
あ
る
が
、
範
囲
及
び
内
容
上
、
両
者
の
対
象
は
等
し
い
。

ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
第
三
三
号
は
、
「
報
告
に
対
す
る
責
任
」
の
中
で
、

「
後
発
事
項
又
は
取
引
に
関
す
る
報
告
に
つ
い
て
の
独
立
監
査
人
の
責
任
は
、
直
接
、
報
告
基
準
の
第
三
に
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ

四
後
発
事
項
の
類
別
と
責
任
の
関
係

こ
の
第
二
類
型
に
属
す
る
後
発
事
項
で
あ
る
。
表
現
的
に
小

四
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四

ち
、
そ
の
基
準
に
よ
れ
ば
、
財
務
諸
表
の
公
開
事
項
は
、
監
査
報
告
書
に
特
に
記
載
が
な
い
限
り
、
合
理
的
に
し
て
充
分
な
も
の
と
み

独
立
監
査
人
は
後
発
事
項
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
適
当
と
適
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
勘
定
の
修
正
あ
る
い
は
公
表
財
務
諸
表
の
適

(

3

)

 

切
な
理
解
に
必
要
な
事
項
の
公
開
を
要
求
す
べ
き
で
あ
る
」

監
査
人
が
公
開
要
求
責
任
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
説
明
文
に
も
あ
る
通
り
、
報
告
基
準
の
第
三
「
財
務
諸
表
の
公
開
事
項

は
、
監
査
報
告
書
に
特
に
記
載
の
な
い
限
り
、
合
理
的
に
し
て
充
分
な
も
の
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
規
制
か
ら
生
ず
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
合
理
的
で
な
く
不
充
分
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
財
務
諸
表
は
、
公
開
事
項
に
欠
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
報
告
に
対
す
る
責
任
」
の
中
で
、
後
発
事
項
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
注
意
し
、
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
に
も
拘
ら
ず
、
公
開
さ
れ
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
後
発
事
項
が
あ
る
時
に
は
、
監
査
人
の
責
任
は
財
務
諸
表
と
の
直
接
的
関
連
に
お
い
て
発
生
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
場
合
の
、
監
査
人
の
意
見
の
表
明
に
つ
い
て
、

ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
第
三
三
号
第
九
章
公
開
事
項
の
充
実
性
四
は
、

「
独
立
監
査
人
が
公
開
す
る
必
要
あ
り
と
認
め
た
事
項
が
財
務
諸
表
か
ら
除
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
監
査
人
は
当
該
事
項
を
監
査
報

(

4

)

 

告
書
に
記
載
し
、
監
査
意
見
を
適
切
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
」

、
、
、
、
、

と
の
べ
て
お
り
、
後
発
事
項
が
公
開
を
必
要
と
し
て
い
る
点
に
重
点
を
お
け
ば
、
後
発
事
項
も
亦
、
監
査
の
範
囲
と
し
て
理
解
せ
ね
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

独
立
監
査
人
が
、
財
務
諸
表
に
お
い
て
公
開
す
る
必
要
あ
り
と
み
と
め
た
事
項
の
範
囲
は
、
か
な
り
広
範
な
も
の
と
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
被
監
査
会
社
の
財
務
諸
表
へ
の
表
示
が
不
充
分
で
あ
る
場
合
の
後
発
事
項
に
つ
い
て
、
表
示
の
適
正
性
の
項

の
中
の
、
不
充
分
な
公
開
の
個
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

補
足
的
説
明
事
項
と
監
査
人
の
責
任
（
高
柳
）

こ
と
を
監
査
人
に
要
請
し
て
い
る
。

な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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会
社
は
、

「
適
正
な
表
示
に
と
っ
て
重
要
な
情
報
は
財
務
諸
表
（
関
連
注
記
を
含
む
）
に
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
情
報
が
株
主

へ
の
報
告
書
、
す
な
わ
ち
、
目
論
見
書
、
委
任
状
勧
誘
書
又
は
そ
の
他
の
報
告
書
の
い
ず
れ
か
に
記
載
さ
れ
る
場
合
に
は
財
務
諸
表
の

中
に
於
て
こ
れ
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
監
査
会
社
が
適
正
な
表
示
に
と
っ
て
重
要
と
認
め
ら
れ
る
資
料
の
公
開
、
あ
る
い

は
、
注
記
に
挿
入
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
場
合
に
は
、
独
立
監
査
人
は
通
常
報
告
書
の
中
間
区
分
に
お
い
て
、
必
要
な
補
足
的
情
報
を

(

5

)

 

提
供
し
、
適
切
に
そ
の
意
見
を
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

し
た
が
っ
て
、
公
開
事
項
の
中
に
は
、
単
に
財
務
諸
表
だ
け
に
限
ら
ず
、
株
主
に
対
す
る
報
告
書
、
目
論
見
書
、
そ
の
他
の
報
告
書

、
、
、

を
す
べ
て
対
象
と
し
、
そ
れ
ら
の
ど
こ
か
に
記
載
さ
れ
た
情
報
を
す
べ
て
含
ん
で
を
り
、
し
か
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
記
載
は
財
務
諸

、
、
、

表
の
中
に
示
さ
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
情
報
の
公
開
が
不
充
分
で
あ
る
と
き
は
、
「
適
正
な
表
示
に
と
っ
て
重

要
な
情
報
」
の
提
供
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
報
告
基
準
三
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
報
告
基
準
三
の
「
財
務
諸
表
の
公
開
事
項
」
は
、
後
発
事
項
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
結
果
、
被
監
査
会
社
側
が
後
発

事
項
の
記
載
を
財
務
諸
表
の
中
に
お
い
て
行
っ
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
監
査
人
は
、
監
査
報
告
書
の
中
に
、
省
略
さ
れ
た
後
発
事

項
を
記
載
す
る
と
共
に
、
意
見
区
分
に
お
い
て
意
見
を
限
定
し
、
又
は
差
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
第
三
三
号
は
、

右
の
場
合
の
例
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
（
中
間
区
分
）一

九
六
二
年
一
月
十
五
日
に
設
備
拡
張
の
資
産
調
達
を
目
的
と
し
て
…
…
の
社
債
を
発
行
し
た
。
こ
の
社
債
約
款
に
よ
れ

ば
一
九
六
一
年
十
二
月
三
十
一
日
以
後
の
利
益
に
対
す
る
将
来
の
現
金
配
当
支
払
は
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

（
意
見
区
分
）

我
々
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
上
記
の
情
報
を
公
開
し
て
い
な
い
こ
と
を
除
き
、

補
足
的
説
明
事
項
と
監
査
人
の
責
任
（
高
柳
）

こ
こ
に
添
付
し
て
あ
る
財
務
諸
表
は
適
正
に
表
示
し
て

四
四
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補
足
的
説
明
事
項
と
監
査
人
の
責
任
（
高
柳
）

基
準
の
精
神
を
引
継
い
だ
も
の
と
云
え
る
。

五

四五

注
山

A
I
C
P
A
,
Statements 
o
n
 
Auditing Procedure N
o
.
 3
3
,

当
論
文
に
お
け
る
引
用
文
は
、
す
ぺ
て
「
公
認
会
計
士
」
第
七
0
巻
に
よ
っ

•JO 図
「
公
認
会
計
士
」
第
七
0
号
、
五
一
ー
五
二
頁
。

③
同
号
、
五
一
頁
。

囚
同
号
、
三
七
頁
。

固
同
号
、
四
八
頁
。

矧
同
号
、
四
八
頁
。

補
足
的
説
明
事
項
設
定
の
意
羞

、
、
、
、
、
、

新
た
に
改
正
さ
れ
た
監
査
報
告
基
準
は
そ
の
三
に
お
い
て
、
「
監
査
の
対
象
と
な
っ
た
財
務
諸
表
に
影
響
を
与
え
な
い
事
項
で
あ
っ
て

も
、
次
期
以
後
の
財
務
諸
表
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
監
査
報
告
書
に
補
足
し
て
記
載
す
る
も
の

、
、
、
、
、
、

と
す
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
具
体
的
な
要
件
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
監
査
報
告
準
則
は
そ
の
五
に
お
い
て
、
「
合
併
、
買

収
、
災
害
等
次
期
以
後
の
財
務
諸
表
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
項
が
、
貸
借
対
照
表
日
後
に
発
生
し
、
か
つ
、
監
査
報
告
書
作
成
日

ま
で
に
当
該
事
項
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
監
査
人
は
、
監
査
報
告
書
に
補
足
し
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

文
言
的
に
は
、
前
報
告
基
準
及
び
前
報
告
準
則
と
多
少
違
う
点
も
あ
る
が
、
内
容
上
、
体
系
上
こ
の
「
補
足
的
説
明
事
項
」
は
、
前

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
は
、
後
発
事
項
を
監
査
人
の
意
見
表
明
に
係
わ
ら
し
め
る
財
務
諸
表
へ
の
記

載
要
件
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

6

)

 

い
る
。
」
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い
る
。

補
足
的
説
明
事
項
と
監
査
人
の
責
任
（
高
柳
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

二
、
財
務
諸
表
の
遮
正
性
に
関
し
て
の
意
見
の
表

「
補
足
的
説
明
事
項
」
は
、
近
代
的
監
査
の
要
請
に
基
き
、
極
め
て
重
要
な
情
報
を
財
務
諸
表
上
に
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
の
認

識
に
立
っ
て
、
監
査
報
告
基
準
に
あ
っ
て
は
、
二
、
監
査
の
概
要
と
意
見
の
記
載

明
」
と
い
う
監
査
の
基
本
的
命
題
と
並
列
さ
せ
て
、
「
三
、
補
足
的
説
明
事
項
」
が
含
め
ら
れ
、
監
査
報
告
基
準
の
三
大
柱
を
形
成
し
て

さ
て
、

こ
の
監
査
報
告
基
準
は
、
監
査
報
告
書
の
作
成
要
件
を
規
律
し
た
も
の
で
あ
り
、
前
監
査
基
準
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
監
査
基

準
の
設
定
に
つ
い
て
」
の
中
に
お
い
て
、
「
監
査
報
告
書
は
、
監
査
の
結
果
と
し
て
、
財
務
諸
表
に
対
す
る
監
査
人
の
意
見
を
表
明
す
る

手
段
で
あ
る
と
共
に
、
監
査
人
が
自
己
の
意
見
に
関
す
る
責
任
を
正
式
に
認
め
る
手
段
で
あ
る
。
」

監
査
基
準
の
設
定
の
主
旨
が
、

し
め
る
点
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
監
査
報
告
書
は
、
監
査
人
の
意
見
の
表
明
の
場
で
あ
る
こ
と
が
絶
対
の

要
件
で
あ
り
、

一
定
の
基
準
の
も
と
に
監
査
報
告
書
の
記
載
要
件
を
確
立
し
、
監
査
人
を
し
て
こ
れ
を
厳
重
に
守
ら

こ
の
点
に
お
い
て
欠
け
る
こ
と
を
認
め
な
い
こ
と
は
勿
論
、

な
い
筈
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
意
見
が
表
明
さ
れ
た
限
り
に
お
い
て
は
、

の
基
準
設
定
の
精
神
は
強
要
す
る
。
こ
の
場
合
、
監
査
人
の
意
見
に
対
し
て
と
る
責
任
と
い
う
の
は
、
監
査
報
告
書
に
お
い
て
表
明
し

た
意
見
に
対
し
て
で
あ
り
、

し
て
、
と
り
あ
げ
て
あ
り
、

こ
の
点
に
お
い
て
過
ぎ
る
こ
と
を
強
要
す
る
こ
と
も
勿
論

そ
の
範
囲
に
相
応
す
る
意
見
へ
の
責
任
が
生
ず
る
こ
と
を
、

こ
の
点
に
お
い
て
欠
け
る
こ
と
を
認
め
な
い
こ
と
は
勿
論
、

こ

こ
の
点
に
お
い
て
過
ぎ
る
こ
と
を
強
い
る
こ

と
も
勿
論
な
い
筈
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
準
設
定
の
梢
神
は
、
意
見
の
表
明
と
そ
れ
へ
の
責
任
の
関
係
を
、
表
裏
一
体
の
関
係
と

そ
こ
に
何
ら
論
理
上
の
矛
盾
な
く
、
自
己
を
貫
徹
す
る
。
ま
た
、
多
く
の
綸
者
も
、
監
査
人
の
責
任
は
、

監
査
の
対
象
と
な
っ
た
財
務
諸
表
に
対
す
る
意
見
に
つ
い
て
の
み
生
ず
る
、
と
説
く
。

し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の
同
じ
論
者
は
、
又
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
説
く
。
す
な
わ
ち
、
「
監
査
の
も
つ
近
代
的
意
義
と
い
う
立
場
に
た

、
、
、
、
、
、
、

て
ば
、
社
会
的
要
請
と
し
て
、
補
足
的
説
明
事
項
を
も
監
査
報
告
書
に
記
載
し
、
読
者
を
し
て
、
財
務
諸
表
へ
の
誤
解
を
防
ぐ
こ
と
が
、

四
六
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歩
行
可
能
に
す
る
た
め
に
、
三
本
足
の
そ
れ
ぞ
れ
の
う
ち
、

監
査
人
に
課
さ
れ
た
副
次
的
職
務
で
あ
る
」
と
。
こ
の
結
果
、
責
任
に
対
す
る
在
り
方
が
分
裂
し
、
監
査
基
準
設
定
の
精
神
は
、
論
理

、

的
矛
盾
に
蓬
着
し
て
自
己
を
貫
徹
し
え
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
の
立
場
は
、
「
補
足
的
説
明
事
項
」
に
対
し
、
社
会
的
要
請
を
荷

、
、
、
、
、
、
、
｀
ヽ

な
う
べ
き
監
査
人
と
し
て
、
責
任
を
感
じ
、
他
方
の
立
場
は
、
「
補
足
的
説
明
事
項
」
に
対
し
、
監
査
基
準
設
定
の
主
旨
か
ら
意
見
に
つ

こ
の
二
律
背
反
の
結
果
、

「
補
足
的
説
明
事
項
」
が
意
見
を
形
成
し
な
い
と
い
う
前
提
に
立
つ
限
り
、
前
者
の
「
責
任
を
感
じ
」
、
後

者
の
「
責
任
を
感
じ
な
い
」
二
つ
の
立
場
は
、
二
つ
な
が
ら
に
論
理
的
矛
盾
に
蓬
着
し
、
決
着
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
論
理
上
の
矛
盾
が
解
決
さ
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
「
補
足
的
説
明
事
項
」
は
、
責
任
と
の
関
連
に
お

監
査
基
準
設
定
の
主
旨
の
中
で
は
、
監
査
人
の
責
任
を
、
そ
の
意
見
と
の
関
連
で
説
き
な
が
ら
、
他
方
社
会
的
要
請
に
基
い
て
、
監

、
、
、
、
、
、
、
、
、

査
人
の
責
任
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
論
理
的
矛
盾
が
、
監
査
基
準
の
規
制
の
中
に
現
れ
る
。
監
査
基
準
の
設
定
の
主
旨
と
、
規
定
の
内

容
と
が
、
相
容
れ
ぬ
ま
ま
、
「
監
査
華
準
」
の
中
で
同
居
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
も
の
こ
そ
が
、
「
補
足
的
説

明
事
項
」
な
の
で
あ
る
。

補
足
的
説
明
事
項
と
意
見
の
関
係

監
査
人
の
守
る
べ
き
規
範
と
し
て
、
監
査
報
告
基
準
は
、
「
補
足
的
説
明
事
項
」
の
記
載
を
規
定
し
な
が
ら
、

も
の
で
あ
る
か
否
か
、
監
査
人
の
と
る
べ
き
責
任
に
係
わ
る
も
の
で
あ
る
の
か
否
か
、

こ
の
矛
盾
を
解
く
鍵
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
矛
盾
を
解
く
た
め
に
は
、
論
理
上
の
背
反
を
消
滅
さ
せ
る
よ
り
他
に
方
法
は
な
い
。

補
足
的
説
明
事
項
と
監
査
人
の
責
任
（
涵
柳
）

六

い
て
、
常
に
日
蔭
者
の
立
場
に
た
た
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

い
て
の
み
責
務
を
負
う
監
査
人
と
し
て
、
責
任
を
感
じ
な
い
。

四
七

そ
れ
が
意
見
に
係
わ
る

に
つ
い
て
は
不
問
に
付
し
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

一
本
を
順
次
、
手
術
し
て
除
去
し
て
み
よ
う
。
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を
ま
た
な
い
、

こ
の
手
術
は
、

た
と
え
、

一
番
役
に
立
た
ぬ
足
を
対
象
に
し
て
行
う
と
は
云
え
、

ス
ッ
パ
リ
と
除
去
し
て
し
ま
っ
た
の

補
足
的
説
明
事
項
と
監
査
人
の
責
任
（
高
柳
）

そ
の
第
一
は
、
監
査
基
準
設
定
の
主
旨
を
貫
い
て
、
監
査
報
告
基
準
の
う
ち
か
ら
、
「
補
足
的
説
明
事
項
」
の
項
目
を
取
り
除
く
こ
と
で

あ
る
。
論
理
上
の
矛
盾
は
消
滅
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
代
監
査
の
未
来
へ
の
展
望
は
、
現
代
よ
り
も
一
層
、
社
会
的
要
請
の
立
場

か
ら
、
「
補
足
的
説
明
事
項
」
記
載
の
必
要
性
を
増
大
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
論
理
的
矛
盾
は
消
滅
し
て
も
、

こ
の
方
法
は
肉
体
を
も
亦
死
滅
さ
せ
て
し
ま
う
。

そ
の
第
二
は
、
監
査
報
告
基
準
を
規
制
す
る
「
監
査
報
告
書
は
、
監
査
の
結
果
と
し
て
、
財
務
諸
表
に
対
す
る
意
見
を
表
明
す
る
手

段
で
あ
る
」
と
の
原
理
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
監
査
は
、
財
務
諸
表
の
み
の
適
正
性
に
つ
い
て
の
意
見
だ
け
に
と
ど

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ま
る
こ
と
な
く
、
何
ら
か
の
形
で
監
査
対
象
の
範
囲
を
拡
張
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
監
査
報
告
基
準
に
は
そ
の
ま

ま
、
「
補
足
的
説
明
事
項
」
を
存
置
し
、
監
査
基
準
設
定
の
主
旨
の
中
に
お
い
て
、
「
監
査
報
告
書
は
意
見
を
表
明
す
る
手
段
で
あ
る
と
共

に
、
何
々
の
行
為
を
示
す
手
段
で
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
監
査
人
が
自
己
の
意
見
と
、
何
々
の
行
為
に
関
す
る
責
任
を
認
め
る
手
段

で
あ
る
」
と
謳
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
方
法
は
、
監
査
報
告
書
に
二
重
の
目
的
を
持
た
せ
る
こ
と
に
な
り
、
監
査
報
告
書
の
機
能

を
複
雑
な
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
「
監
査
報
告
書
が
意
見
を
表
明
す
る
手
段
で
あ
る
」
と
の
思
考
は
、
永
い
伝
統
の
上
に
礎
か
れ
た
監

査
人
の
生
命
で
も
あ
る
。
過
去
の
厚
い
集
積
を
簡
単
に
除
去
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
意
見
と
責
任
の
関
係
は
、
他
人
を
同
居
さ
せ

、
、
、
、
、

る
こ
と
を
ゆ
る
さ
な
い
程
に
い
と
し
ま
れ
て
来
た
関
係
で
あ
る
。
肉
体
の
中
心
と
な
る
べ
き
こ
の
足
は
、
も
し
除
去
さ
れ
る
く
ら
い
な

ら
、
三
本
足
の
不
自
由
さ
を
も
忍
ん
で
、
今
の
ま
ま
生
存
を
続
け
た
方
が
ま
し
で
あ
ろ
う
。

そ
の
第
三
は
、
監
査
報
告
基
準
を
規
制
す
る
「
監
査
報
否
書
は
、
監
査
の
結
果
と
し
て
、
財
務
諸
表
に
対
す
る
意
見
を
表
明
す
る
手

段
で
あ
る
」
と
の
原
理
を
拡
張
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
監
査
の
対
照
と
な
っ
た
財
務
諸
表
の
理
解
の
仕
方
を
更
に
一
歩

進
め
て
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
実
践
へ
の
適
応
に
お
い
て
か
な
り
困
難
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言

一
本
の
足
の
手
術
の
ゆ
え
に
、

四
八
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る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。 七・

で
は
な
く
、
肉
体
の
中
に
埋
め
こ
ん
で
そ
の
矛
盾
を
温
存
さ
せ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
何
故
な
ら
、
財
務
諸
表
に
含
ま
せ
た
余
分
の
事
項

は
、
そ
の
範
囲
の
と
り
方
に
お
い
て
、
い
つ
、
そ
の
切
り
口
を
開
か
な
い
と
も
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
第
三
の
方
法
は
、

A
I
C
P
A
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
が
採
用
し
た
方
法
で
あ
り
、
将
来
に
多
く
の
問
題
を
残
す
で
は
あ
ろ
う
が
、

三
つ
の
方
法
の
中
で
は
、
論
理
的
に
可
能
で
、
か
つ
実
践
的
に
最
も
優
れ
て
安
全
な
方
向
を
示
す
も
の
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

報
告
基
準
と
報
告
準
則
と
の
関
連

こ
こ
に
、
近
代
財
務
諸
表
監
査
の
具
体
的
発
現
で
あ
る
証
取
法
に
よ
る
法
定
監
査
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
る
。

「
財
務
諸
表
規
則
取
扱
要
領
」
は
、
第
一
章
総
則
の
第
四
に
お
い
て
、
「
翌
事
業
年
度
の
財
務
諸
表
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
確

実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
注
記
を
要
す
る
」
も
の
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
第
五
に
お
い
て
、
「
…
…
重
要
な
影
響
を
与
え
る
旨

及
び
そ
の
影
響
の
概
要
」
を
記
載
す
る
こ
と
を
強
制
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
証
取
法
に
基
く
法
定
監
査
に
あ
っ
て
は
、
次
期
以
後

に
影
響
を
与
え
る
事
項
を
財
務
諸
表
に
記
載
し
て
い
な
い
場
合
に
、
財
務
諸
表
の
表
示
原
則
に
違
反
す
る
結
果
と
な
り
、
監
査
人
の
意

見
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
、
再
び
、
監
査
報
告
基
準
に
論
議
を
戻
そ
う
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
、
監
査
報
告
基
準
と
監
査
報
告
準
則
と
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
と
き
、
前
述
の
よ
う
な
解
釈
、
す
な
わ
ち
、

「
補
足
的
説
明
事
項
」
は
意
見
表
明
の
対
象
と
な
り
う
る
と
の
解
釈
は
、
果
し
て
無
理
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か

ら
先
に
云
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
報
告
基
準
と
報
告
準
則
と
の
関
連
に
不
明
確
な
点
が
あ
る
の
で
殆
ん
ど
不
可
能
だ
と
考
え
ざ

A
I
C
P
A
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の
よ
う
に
、
報
告
基
準
の
み
が
監
査
報
告
書
を
規
制
す
る
原
則
と
し
て
働
き
、
我
が
国
の
報
告
準

補
足
的
説
明
事
項
と
監
査
人
の
責
任
（
高
柳
）

四
九



T38 

見
表
明
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

補
足
的
説
明
事
項
と
監
査
人
の
責
任
（
高
柳
）

則
の
よ
う
な
、
更
に
そ
の
原
則
の
枠
を
設
定
す
る
如
き
具
体
的
要
件
の
存
在
し
な
い
場
合
に
、
解
釈
が
拡
張
さ
れ
る
可
能
性
を
も
つ
。

我
が
国
の
監
査
報
告
基
準
は
、

新
「
監
査
報
告
準
則
」
の
体
系
は
、
次
の
よ
う
な
構
成
か
ら
な
っ
て
い
る
。

一
、
監
査
報
告
書
の
記
載
方
式

二
、
監
査
の
概
要

五
、
補
足
的
説
明
事
項

そ
れ
を
一
層
明
瞭
に
す
る
意
図
の
も
と
に
規
定
さ
れ
た
監
査
報
告
準
則
に
よ
っ
て
、
逆
に
明
瞭
と
さ
れ

こ
の
新
監
査
報
告
準
則
の
五
つ
の
柱
の
う
ち
、
第
五
項
目
の
「
補
足
的
説
明
事
項
」
は
、

そ
の
第
一
の
解
釈
と
し
て
は
、
「
補
足
的
説
明
事
項
」
が
三
又
は
四
、

に
あ
る
、
別
個
の
特
別
な
情
報
に
対
す
る
説
明
事
項
で
あ
る
、
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

こ
の
準
則
の
規
定
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な

の
意
見
表
明
に
対
す
る
補
充
、
す
な
わ
ち
、
何
ら
か
の
形
で
意

そ
の
第
二
の
解
釈
と
し
て
は
、
「
補
足
的
説
明
事
項
」
が
監
査
報
告
書
へ
の
記
載
に
当
っ
て
、
意
見
の
表
明
と
は
全
く
独
立
し
た
関
係

第
一
の
解
釈
に
基
け
ば
、
補
足
的
説
明
事
項
は
意
見
の
表
明
と
関
連
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
補
足
的
説
明
事
項
は
、
三
の
財
務
諸
表

に
対
す
る
意
見
を
補
充
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、

と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
は
、
準
則
三
の
一
の

3
、
の
財
務
諸
表
の
表
示
方
法
と
関
係
を
も
つ
こ

こ
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
も
し
補
足
的
説
明
事
項
が
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
時
に
は
、
「
財
務
諸
表
の
表
示
方
法

役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
財
務
諸
表
に
対
す
る
意
見

四
、
財
務
諸
表
に
対
す
る
意
見
の
差
控

た
が
故
に
拡
張
解
釈
を
不
可
能
に
せ
し
め
る
結
果
を
招
い
た
の
で
あ
る
。

五
〇
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一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
財
務
諸
表
の
表
示
方
法
に
関
す
る
基
準
又
は
法
令
に
準
拠
し
て
」
い
な
い
と
の
理
由
で
、
監
査

報
告
書
に
お
け
る
意
見
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
法
体
系
上
、

「
補
足
的
説
明
事
項
」
は
準
則
の
五
に
位
置
す
べ
き
も
の
で
な
く
、
準
則
の

l

-

l

を
補
充
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
準
則
の
三
の
中
の
後
の

方
に
、
中
項
目
と
し
て
、
ま
た
は
、
追
記
の
形
で
導
入
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
も
―
つ
の
方
法
は
、
三
の
す
ぐ
後
に
、
四
と
し
て

独
立
項
目
を
設
け
る
の
が
精
々
の
方
法
と
な
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
補
足
的
説
明
事
項
は
、
準
則
の
四
の
意
見
差
控
を
補
充
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
れ
ば
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
解

釈
は
、
四
の
内
容
そ
の
も
の
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
。
四
に
お
い
て
、
「
補
足
的
説
明
事
項
」
を
含
ま
し
め
う
る
か
も

し
れ
な
い
文
言
は
、
「
監
査
人
は
、
重
要
な
監
査
手
続
が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
等
の
理
由
」
と
い
う
文
言
で
あ
る
。
こ
の
中
の
「
監

査
手
続
が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
」
と
い
う
文
言
は
、
「
監
査
範
囲
が
何
ら
か
の
意
味
で
制
限
さ
れ
た
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

「
補
足
的
説
明
事
項
」
と
は
、
「
次
期
以
後
の
財
務
諸
表
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
項
が
、
貸
借
対
照
表
日

後
に
発
生
し
」
（
準
則
五
）
た
も
の
に
限
る
の
で
あ
る
か
ら
、
貸
借
対
照
表
日
後
に
ま
で
、
監
査
の
範
囲
を
拡
げ
る
こ
と
を
、
準
則
の
四

は
期
待
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
補
足
的
説
明
事
項
は
、
準
則
の
四
を
補
充
す
る
目
的
で
設
定
さ
れ
た
も
の
で
な

い
と
の
結
論
に
達
す
る
。
そ
れ
故
に
、
準
則
の
四
と
五
と
の
関
連
は
切
断
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
、
「
補
足
的
説
明
事
項
」
に
対
し
て
監

そ
れ
は
、
準
則
の
四
の
意
見
差
控
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
の
結
論
に
達
せ
ざ
る
を

査
の
範
囲
を
拡
げ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

え
な
い
。

そ
れ
で
は
、
「
等
」
が
、
補
足
的
説
明
事
項
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
解
釈
は
、
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

る
事
項
は
、

‘ゞカ

五

「
等
」
の
内
容
と
し
て
考
え
ら
れ

A
I
C
P
A
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
云
う
処
の
、
第
一
類
型
の
後
発
事
項
、
第
二
類
型
の
後
発
事
項
及
び
、
未
確
定
事
項

の
三
つ
で
あ
ろ
う
。

補
足
的
説
明
事
項
と
監
査
人
の
責
任
（
高
柳
）
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つ
ぎ
に
未
確
定
事
項
で
あ
る
が
、
企
業
会
計
審
議
会
は
、
「
『
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
等
の
理
由
』
の
「
等
」
は
、
主
と
し
て
重
大

な
未
確
定
事
項
を
指
す
」
（
企
業
会
計
第
十
八
巻
第
四
号
、
二
九
頁
下
段
）
と
し
て
、
「
等
」
が
未
確
定
事
項
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら

(
1
)
 

か
に
し
て
い
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
「
等
」
に
含
め
ら
れ
る
事
項
は
、
未
確
定
事
項
ま
た
は
精
々
、
第
一
類
型
の
後
発
事
項
で
あ
っ
て
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

後
後
事
項
、
す
な
わ
ち
、
準
則
の
五
の
「
補
足
的
説
明
事
項
」
は
含
め
ら
れ
て
い
な
い
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
す
れ
ば
、
「
補

、
、
、
、
、
、
、
、
、

足
的
説
明
事
項
」
は
、
い
ず
れ
か
ら
み
て
も
、
準
則
の
四
及
び
五
の
、
意
見
を
補
充
す
る
関
係
、
す
な
わ
ち
、
意
見
の
表
明
か
ら
発
生

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
る
監
査
人
の
責
任
と
係
わ
る
関
係
に
は
な
い
、

以
上
に
お
い
て
展
開
し
た
結
論
か
ら
す
れ
ば
、
準
則
の
五
の
「
補
足
的
説
明
事
項
」
は
、
第
二
の
解
釈
と
し
て
設
定
し
た
、
意
見
の

表
明
と
は
全
く
独
立
し
た
関
係
に
あ
る
、
別
個
の
特
別
な
情
報
に
対
す
る
説
明
事
項
で
あ
る
、
と
の
理
解
に
た
た
ざ
る
を
得
な
い
。

る。 書
に
補
足
し
て
記
載
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

補
足
的
説
明
事
項
と
監
査
人
の
責
任
（
高
柳
）

こ
こ
で
、
補
足
的
説
明
事
項
が
、
準
則
の
五
と
し
て
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の
第
二
類
型
の
後
発
事
項
の
み
を
と
り
あ
げ
た
理
由
は
、
ま

ず
、
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の
第
一
類
型
の
後
発
事
項
に
つ
い
て
は
、
監
査
の
対
象
と
な
っ
た
財
務
諸
表
に
直
接
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
当
然
に
「
財
務
諸
表
に
対
す
る
意
見
」
（
準
則
の
三
）
ま
た
は
、
「
財
務
諸
表
に
対
す
る
意
見
の
差
控
」
（
準
則
の
四
）
に
直
接
関

係
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
了
解
が
な
さ
れ
て
、
第
一
類
型
の
後
発
事
項
は
準
則
の
五
か
ら
は
ず
さ
れ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。

つ
ぎ
に
、
第
二
類
型
の
後
発
事
項
、
す
な
わ
ち
、
準
則
の
五
の
「
補
足
的
説
明
事
項
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
「
監
査
報
告

補
足
的
説
明
事
項
は
「
貸
借
対
照
表
日
後
に
発
生
し
」
（
準
則
の
五
）
た
も
の
に
限
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
（
監
査
の
対
象
と
な
っ
た
）

財
務
諸
表
に
対
す
る
意
見
の
表
明
が
で
き
な
い
」
（
準
則
の
四
）
と
い
っ
た
立
場
に
置
か
れ
う
る
論
理
的
な
関
係
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ

と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

五

第
二
類
型
の
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注
山
未
確
定
事
項
と
「
等
」
と
の
関
連
は
、
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
、
と
の
論
証
を
、
産
業
経
理
、
第
二
六
巻
第
四
号
、
拙
文
、
「
補
足
的
説
明
事
項
と

意
見
の
関
係
、
」
の
中
で
行
っ
た
、
な
お
、
当
該
論
文
は
、
こ
の
論
文
の
論
旨
を
、
別
の
角
度
に
お
い
て
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
参
照
さ
れ

た
い
。

筆
者
の
結
論
と
す
る
処
は
、
前
基
準
と
同
様
、
新
基
準
に
お
い
て
も
、
「
補
足
的
説
明
事
項
」
は
、
監
査
人
が
財
務
諸
表
に
対
し
て
表

明
す
る
と
こ
ろ
の
意
見
と
は
全
く
関
係
な
き
、
別
次
元
の
立
場
か
ら
、
監
査
人
の
副
次
的
な
職
務
と
し
て
、
監
査
報
告
書
に
記
載
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
監
査
人
の
責
任
と
し
て
の
面
か
ら
み
れ
ば
、
表
明
し
た
意
見
に
対
し
て
の
責
任
と
し
て
で
は
な

く
、
副
次
的
職
務
と
し
て
の
情
報
提
供
を
怠
っ
た
た
め
に
生
ず
る
責
任
と
し
て
理
解
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
監
査
基
準
設
定
の
主
旨
か
ら
す
れ
ば
、

地
が
な
い
と
の
結
論
に
達
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

、
、
、
、

補
足
的
説
明
事
項
が
、
我
が
国
の
場
合
に
は
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
監
査
報
告
書
に
記
載
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
責
務
と
し

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
か
、
或
い
は
、
単
な
る
読
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
ま
さ
に
文
言
の
示
す
通
り
、
補
い
足
す
も
の
と
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
点
、
極
め
て
曖
昧
で
あ
っ
た
、
こ
の
よ
う
な
不
明
析
さ
が
実
践
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
理
由
は
、

監
査
基
準
そ
の
も
の
が
、
職
務
と
責
任
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
一
貫
し
た
思
考
を
も
ち
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
も
し
、
諾
と
せ
ば
、
こ
の
補
足
的
説
明
事
項
に
関
す
る
不
透
明
な
ヴ
ェ
ー
ル
は
、
今
後
の
監
査
実
践
に
対
し
て
も
、
な
お
、
悪
い

影
態
を
与
え
つ
づ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
浅
学
の
到
り
着
い
た
結
論
な
の
で
、
理
解
の
仕
方
に
危
惧
あ
る
や
も
し
れ
ず
、
世
の
批
判
を
請
う
次
第
で
あ
る
。

補
足
的
説
明
事
項
と
監
査
人
の
責
任
（
高
柳
）

八

結

語

五

（終）

こ
の
よ
う
な
情
報
提
供
を
怠
っ
た
た
め
の
監
査
人
の
責
任
は
、
生
ず
る
余




